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施 政 方 針 

 平成２５年第１回阿久根市議会定例会の開会に当たり，議

会並びに市民の皆様に市政に対する所信を申し述べ，市政へ

の御理解と御協力を賜りたいと存じます。 

 私は，この１月で，就任以来２年を経過し，任期の半ばを

折り返しました。 

この間，就任１年目は「阿久根創造元年」と位置付け，

様々な改革に着手してきました。また，昨年は，さらなる高

みを目指した「飛翔の年」として，緒に就いた改革の発展・

充実に努めてきました。そして，これらの改革を行うに当た

っては，市民の皆様との直な対話に努めながら，「市民融

和」を基本に置いて，施策を推進してまいりました。 

「地」に足をしっかりと着け，ひた向きに「地を行く」と

の思いで，着実な改革に努めてきたところであります。 

議会をはじめ市民の皆様には，多くの御支援や御協力をい

ただき，改めて，心から感謝を申し上げる次第です。 

これまでの取組に当たっての基本的な姿勢は，折り返した

今でもいささかも変わっておりません。引き続き，多くの課

題の克服に向け，精力的に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 
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さて，昨年は，市制施行６０周年の節目の年に当たり，多

くの記念事業を実施してまいりました。本市の歩みを振り返

りながら，先人が育んで来られた「歴史の果実」を糧として，

新たな未来の創造に向け決意を新たにしたところであります。 

 また，昨年夏には，ロンドンオリンピックにおいて，トッ

プアスリートによる感動のドラマが展開され，日本選手の活

躍に国民は大きく勇気付けられました。さらに，１０月には，

京都大学の山中教授が，ノーベル賞を受賞されるという快挙

もありました。我が国の学術研究のレベルの高さが世界中に

示されたことは誇りであり，病に苦しむ方々にとって希望の

光がもたらされました。 

 このように歴史と感動に彩られた１年を経た今，時代が，

かつてない早さで大きく動いていることを感じます。 

 先達によって脈々と受け継がれてきた「愛郷無限」の思い

をしっかりと受け止め，変えることなく次代へ伝えながら，

一方では，社会や状況の変化に従って変革を進めて行く，

「不易流行」の視点が激動の時代のまちづくりに必要である

と考えております。 

 このような視点から，私は，迎えた本年を，本市を取り巻

く諸課題に果敢に挑戦し，改革を推進する「躍進の年」と位

置付け，市政の発展のため全力で取り組んでまいります。 
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市政の更なる「発展」「躍進」を目指して，本市の当面す

る課題や施策について申し上げます。 

まず，この間継続して実施しております「市長と語る会」

は，予定しておりました地区での開催をおおむね一通り行っ

てまいりましたが，引き続き，市民の皆様からいただいた意

見等を市政運営に生かしていきたいと考えております。 

職員の給与につきましては，私の給料を２５パーセント，

副市長と教育長の給料を１５パーセント，それぞれ，これま

でを上回る削減を行いますが，これは，人件費の抑制に自ら

率先して取り組むこととするものであります。また，国から

は，地方公務員の給与について，国に準じた取扱いが要請さ

れておりますが，先に公表された平成２４年度の国家公務員

と地方公務員の給与額の比較を示したラスパイレス指数の本

市の値は９７.３であり，国家公務員の給与削減がなかった

場合の値は８９.８であります。これは，国家公務員の給与

削減と比較しても，職員の給与が低い水準にあることを示し

ており，指定都市を除いた全市区町村１,７２２団体中１,６

５９位であり，県内の１９市中では最下位，町村を加えた 

４３団体中では４０位であります。あわせて，総務省では，

独自の給与削減を行っている主な団体として，本市の給料削

減の状況を公表されております。 



- 4 - 

このことは，これまでの取組の結果が具体的な数値として

表れたものであり，平成２５年度においても，一般の職員に

ついて，４パーセントから１０パーセントまでの削減など平

均で約７.４パーセントとなる給料の削減を４月から引き続

き実施してまいります。 

防災につきましては，台風や豪雨災害はもとより，東日本

大震災の教訓を踏まえて作成中の阿久根市防災マップ（総合

版）の有効活用を図るとともに，自らを守る「自助」，地域

で互いに助け合う「共助」，行政が支援する「公助」による

防災活動を推進し「安全・安心」の確保に努めてまいります。 

市民の皆様の待望久しい市民交流センター（仮称）につい

ては，建設委員会を設置し協議を重ねてきておりますが，平成

２５年度は，基本設計・実施設計に係る予算を措置し，建設に

向けて推進してまいります。 

次に，本市の振興・発展のための主要なプロジェクト等に

ついて申し上げます。 

 南九州西回り自動車道は，人的交流，物流の拡大を促し地

域振興に資する道路として早期の整備が望まれております。 

本年３月１０日には，薩摩川内水引インターチェンジから

薩摩川内高江インターチェンジまでの３.５キロメートルが

開通予定であります。本市を含む出水地区においては，阿久
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根北インターチェンジから鶴川内インターチェンジ間が平成

２６年度，野田インターチェンジから阿久根北インターチェ

ンジ間が平成２７年度，高尾野インターチェンジから野田イ

ンターチェンジ間が平成２８年度の供用開始に向け鋭意整備

が進められています。阿久根インターチェンジから薩摩川内

水引インターチェンジ間は，昨年１０月に環境影響評価に基

づく方法書の説明会が開催され，都市計画決定等の手続に向

け動き出し，整備区間格上げへ向けて一歩前進したものと受

け止めております。 

北薩横断道路は，鋭意整備が進められていますが，空港ア

クセスとして，また，圏域の経済振興のため，紫尾道路から

南九州西回り自動車道阿久根北インターチェンジ間の早期事

業化をはじめ，１日も早い全線開通を目指し，整備促進を更

に要望してまいります。 

 肥薩おれんじ鉄道につきましては，平成２３年度は貨物調

整金制度の見直し等もあって一部収支が改善されましたが，

施設等整備も必要であり，厳しい状況が続いております。 

 このことから，会社では，海外の観光客をターゲットとし

た観光ツアーの企画販売をするとともに，来る３月２４日に

は，観光列車「おれんじ食堂」の運行を開始されます。また，

沿線自治体と連携し鉄道沿線の観光資源の発掘などに積極的
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に取り組まれているところであります。 

本市といたしましても，地域住民の貴重な足として鉄道を

将来にわたって安定的に維持していくために，沿線自治体と

協調しながら，更に利用促進活動に取り組んでまいります。 

議会におかれましては，肥薩おれんじ鉄道活性化議員連盟

を結成し積極的な活動をされておりますが，西回り自動車道

や北薩横断道路の整備促進と併せ，引き続き一層の御支援を

お願い申し上げる次第であります。 

次に，平成２５年度予算の概要について申し上げます。 

 国においては，日本経済再生に向けて，大胆な金融政策，

機動的な財政政策，民間投資を喚起する成長戦略の「三本の

矢」を合わせて実行することとして緊急経済対策に基づく大

型補正予算が編成されております。そして，平成２５年度予

算は，この補正予算と一体的なものとして編成し，経済を再

生させ，東日本大震災からの復興を目に見える形で大きく前

進させるとともに，長引く円高・デフレ不況から脱却し，イ

ノベーションや新しい事業の創出により雇用と所得が拡大し

ていく強い経済を目指すことを基本方針としております。 

 このことから，平成２５年度の本市の歳出予算は， 

 第１に，「共生・協働」による地域コミュニティの活性化 

 第２に，「安心・安全」のための生活環境基盤の整備 
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 第３に，本市の特性を生かした産業の振興 

 第４に，「やさしさのある豊かな文化」を育むまちづくり

の推進 

 第５に，行財政改革の一層の推進 

 第６に，緊急経済対策の推進 

の６項目を重点として編成いたしました。 

第１の「共生・協働」による地域コミュニティの活性化に

つきましては，地域づくり活性化事業などによる自治会等へ

の支援強化をはじめ，地域が元気になるような施策を盛り込

んだところであります。 

第２の「安心・安全」のための生活環境基盤の整備につき

ましては，市民生活に欠かせないライフラインの強化として，

簡易水道施設整備事業計画を前倒して実施するほか，救助工

作車の購入や防火水槽の整備を行うこととしております。ま

た，社会資本整備総合交付金を活用して，地域からの要望が

強い市道の改修等を積極的に行う予定にしております。 

第３の本市の特性を生かした産業の振興につきましては，

「阿久根まちの駅」「阿久根ブランドの活用」等による観光

振興や阿久根駅周辺整備などに取り組む予定であります。ま

た，中山間地域総合整備事業の促進などによる農業振興や鳥

獣被害対策の拡充，栽培漁業の一層の推進に努めるとともに，
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地域間交流の強化などを図ってまいります。 

第４の「やさしさのある豊かな文化」を育むまちづくりの

推進につきましては，市民の皆様と一体となって，「うみ・

まち・にぎわい再生整備基本計画」の推進や「市民交流セン

ター（仮称）建設」などに取り組むとともに，地域コミュニ

ティの活性化等により伝統芸能の保存・伝承も積極的に支援

してまいります。 

第５の行財政改革の一層の推進につきましては，昨年策定

した第５次阿久根市行政改革大綱に基づき，人件費の抑制や

機能的で効率的な組織づくりに努めてまいります。 

第６の緊急経済対策の推進につきましては，国が平成２４

年度補正予算に計上した補助金・交付金を積極的に受け入れ，

地域の社会資本の整備を図りながら，本市の景気対策として

取り組む予定であります。 

一方，歳入におきましては，景気低迷等により市税の収入

増は見込まれないことから，緊急経済対策の一環としてなさ

れる生活環境基盤の整備等を中心とした公共投資について重

点的に国への補助金・交付金の要望を行うこととしておりま

す。また，交付税措置のある有利な地方債を最大限活用する

ことで，効率的な財政運営に努めていく所存であります。 

このことにより，平成２５年度一般会計予算は，前年度対
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比８.１パーセント増の１０５億６千６百万円となり，特別

会計を合わせますと１７６億５千４百８３万５千円で，前年

度対比６.１パーセントの増となりました。また，このほか，

補正予算に基づき，緊急経済対策関連の事業を実施すること

としております。 

なお，水道事業会計予算は，収益的支出３億３千４１万２

千円，資本的支出９千７百５５万４千円であります。 

 次に，市政の各分野における具体的な課題や施策等につい

て申し上げます。 

 はじめに，まちづくりに関する事業についてでありますが， 

「うみ・まち・にぎわい」再生整備基本計画に基づき，賑わ

いの核となる３つのエリアの整備に取り組んでまいります。 

この中での阿久根駅駅舎については，平成２４年度地域振

興推進事業の特別枠として県の採択を受け，本市の交流，物

産・観光，沿線情報発信の戦略拠点となるよう，整備を進め

ておりますが，平成２５年度は，ここを核として，開業１０

周年を迎える肥薩おれんじ鉄道とも連携しながら賑わいを創

出し活性化を図ってまいります。 

また，旧港地区については，この計画を基に市民の皆様と

一体となって，計画の実現に向けた作業を進めてまいります。 

 一方，市内の各区においては，少子高齢化と加入世帯の減
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少が進み，運営資金の減少，共同作業等維持機能の弱体化，

地域活性化活動やコミュニティ活動の停滞など，地域生活の

基盤である区の運営に大きな影響が現れてきております。 

このことから，地域活性化活動への助成や著しい高齢化に

より運営が困難となっている区や効率的な運営を目指して合

併を行う区への支援を行い，組織基盤の強化を図り，活動の

活性化と地域社会の健全な発展を推進してまいります。 

また，交通政策につきましては，平成２４年度に引き続き，

「阿久根市地域公共交通総合連携計画」に基づき，交通不便

地域の解消に向け，乗合タクシーの効率的な運行と新規路線

の開設に努めてまいります。 

 次に，福祉について申し上げます。 

少子高齢化の進展に伴い，高齢者世帯の増加，家族のつな

がりや地域住民との関係の希薄化などにより，公的な制度だ

けでは対応できない様々な課題が出現しております。誰もが

安心して生き生きと暮らせるまちを目指して，住民による支

え合いの力を育みながら地域福祉の充実を図ってまいります。 

 児童福祉については，子どもと家庭に関する様々なニーズ

に適切に対応するため，保育園，学校等関係機関との連携を

図り，子育て支援の充実に努めます。 

昨年の子ども・子育て関連３法の成立を受け，今後，子ど
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もの教育，保育，子育て支援を３本柱とする新たな制度づく

りが求められます。具体的には，国の基本指針提示後となり

ますが，平成２５年度中に「子ども・子育て会議」を設置し，

本市の実状に応じた子ども・子育て支援施策について調査等

を行い，幼児期の教育・保育及び地域の子ども・子育て支援

を総合的に推進していく予定であります。 

高齢者福祉につきましては，住み慣れた地域で生き生きと

暮らしていただくために，生きがいづくりと社会参加の促進

に努めてまいります。 

昨年の秋から取り組んでおります「暮らし安心・地域支え

合い推進事業」につきましては，社会福祉協議会との連携を

強化して各地区の支え合いマップづくりを行い，在宅の高齢

者や障がいのある方を地域全体で支える仕組みを構築してい

く予定であります。また，県の補助事業である高齢者元気度

アップ推進体制づくり事業にも取り組み，地域組織としての

さわやかクラブの支援や高齢者の生きがいづくりに努めます。 

 障がいのある方の福祉につきましては，障害者自立支援法

が障害者総合支援法に改正され本年４月から一部施行されま

すが，法の理念である「地域社会における共生の実現」に向

けて，日常生活や社会生活の支援に努めてまいります。また，

昨年，「阿久根市障がい者虐待防止センター」を生きがい対



- 12 - 

策課内に設置しましたが，市民の皆様に，障がいについて正

しく理解していただけるよう広報・啓発に努め，障がいのあ

る方の権利の擁護及び相談支援の充実を図ってまいります。 

 生活保護については，保護の申請や開始時の調査を徹底す

るとともに，最低限の生活保障としてだけではなく，自立更

生への相談や生活指導を行い適正な実施に努めてまいります。 

 次に，健康について申し上げます。 

市民の皆様の健康づくりにつきましては，「あくね元気プ

ラン」に掲げた健康増進目標の達成に向けて，保健推進員と

一体となった地域ぐるみの健康づくりを推進し，地域に密着

した保健活動を展開してまいります。 

各種検診につきましては，疾病の早期予防のため，受診率

の向上を図り，がんや生活習慣病予防の啓発に努めてまいり

ます。また，対象の方々へはもとより，華の５０歳組など節

目の年代の方々へ節目勧奨等を引き続き行ってまいります。 

予防接種事業につきましては，子宮頸がん，ヒブ，小児用

肺炎球菌の３ワクチンについて，定期接種化に向けた法整備

がなされつつありますが，それまでの間は，引き続き接種費

用の全額を助成し感染症予防対策を強化してまいります。 

母子保健につきましては，平成２５年度から，未熟児養育

医療の給付等に係る事務が県から権限移譲されることから，
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未熟児訪問指導等を実施するとともに，関係機関と連携して，

本市における母子保健の一層の向上に努めてまいります。 

国民健康保険と後期高齢者医療保険は，地域医療の確保と

住民の健康の保持増進に大きな役割を果たしておりますが，

急速な少子高齢化，医療技術の高度化，疾病構造の変化等に

より医療費は増加し続け，その運営は厳しい状況にあります。 

特に，国民健康保険事業は，保険者の広域化が検討される

中，将来にわたって持続的かつ安定的な運営を確保すること

が求められており，国保税の収納率の向上に努めるとともに，

人間ドックなどの保健事業や総合健診などを引き続き推進し，

医療費の適正化を図ってまいります。 

介護保険事業につきましては，第５期高齢者保健福祉計画

に基づき介護施設の整備を進め，入所者の処遇改善に努める

とともに，サービスの質の向上や適正な給付など，介護サー

ビス基盤の充実を図り，円滑な事業を推進してまいります。 

また，高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう，

様々な社会資源を有効に活用し，高齢者やその家族を包括的

に支援するための地域包括ケアの実現に向けて，地域包括支

援センターが中心となり，医療と介護のサービス連携の強化

や認知症施策の推進に努めてまいります。 

地域医療につきましては，出水保健医療圏における地域医
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療支援計画などに基づき体制整備がなされてきており，引き

続き，夜間一次救急診療所や二次救急医療を担う阿久根市民

病院，市内医療機関等と連携を図るとともに，ドクターヘリ

等による救急搬送体制の充実に努めてまいります。 

大川診療所につきましては，昨年から週５日の診療体制と

なり，また，乗合タクシーの利用により，一層身近な施設と

なりましたが，大川地域の医療拠点施設として更に充実に努

め運営してまいります。 

 次に，環境衛生について申し上げます。 

現在，私たちは地球温暖化をはじめとする地球規模の環境

問題から，廃棄物の不法投棄や自然破壊，大気・水・土壌の

汚染などの身近な環境問題に至るまで，様々な問題に直面し

ています。 

 これらの問題に対しては，引き続き，「自然と共生し快適

で住みよいまち」を基本目標として，各種施策を展開してま

いります。 

 廃棄物・リサイクル対策につきましては，昨年８月に立ち

上げた「阿久根市ごみ減量推進協議会」を中心に，市民，事

業者及び行政が一体となったごみの排出抑制，再利用，再資

源化の取組を強化し，ごみ減量化と資源循環型社会の実現に

努めてまいります。 
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 その一環として，平成２５年度は，生ごみを家庭で処理す

る段ボールコンポストの設置をモデル的に公募することとし

ております。そして，その実証結果を踏まえ，ごみ減量化と

再利用を図ってまいりたいと考えております。 

また，衛生自治会や環境美化推進員をはじめとする地域住

民や関係機関とも連携を密にした環境パトロール等を実施し，

不法投棄の未然防止とごみの適正処理の啓発に努めてまいり

ます。 

 生活排水処理対策につきましては，小型合併処理浄化槽の

整備を更に促進するとともに，河川等の常時監視の実施によ

り，公共用水域の保全と生活環境の向上に努めてまいります。 

 次に，産業について申し上げます。 

農政につきましては，平成２４年度策定いたしました

「人・農地プラン（地域農業マスタープラン）」を基本とし，

持続可能な力強い農業を実現するために，国，県や関係機関，

生産者等と緊密な連携を図り振興策を推進してまいります。 

まず，生産基盤及び環境基盤の整備といたしまして，「中

山間地域総合整備事業」を引き続き実施いたしますが，平成

２５年度は，黒之浜集落道路工事のうち未着手部分を工事完

了するほか，牟田農道及び折多地区の活性化施設等の整備を

実施することとしております。 
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中山間地域総合整備事業阿久根北部地区につきましては，

諸般の事情から当初計画より遅れておりますが，引き続き適

正な事業の実施に努め，並行して，南部地区の計画予定地域

において要望を取りまとめていくこととしております。 

あわせて，「農地・水保全管理支払交付金」及び「中山間

地域等直接支払制度」等を活用し，水路・農道等の施設の長

寿命化のための補修・更新などの活動を支援し，生産及び環

境基盤の整備を引き続き実施してまいります。 

 次に，ソフト事業では，「人・農地プラン作成検討委員

会」や新たに創設した「未来につなげる阿久根市農業を創造

する調査・検討会」を基軸に，農業者の高齢化や耕作放棄地

等の問題の解消に向けた農業振興策についての調査等を行う

ことにしており，その結果を基に，青年就農給付金など担い

手の育成・確保のための措置等を講じてまいります。 

 また，市内の農家が生産する農畜産物等を積極的に情報発

信することにより新たな販路の開拓を目指すとともに，生産

性や品質の向上を促し，農業振興を図るため，引き続きアグ

リフードＥＸＰＯへの出展を積極的に取り組んでまいります。 

 新規事業といたしましては，新規就農者の農業経営の早期

の安定を図り，新たな産地形成を推進するため，不要となっ

たビニールハウスの有効活用をモデル的に実施する「出水地
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域遊休ハウス有効活用促進事業」の承認申請を県へ行ってお

り，事業承認後は，新規就農者が安心して農業経営を開始で

きる環境を整えていくことにしております。 

 また，高病原性鳥インフルエンザや口蹄疫などの防疫対策

につきましては，県の地域ぐるみ防疫・衛生意識高揚対策事

業を活用し消毒機器を購入することにしており，引き続き関

係機関との連携を密にし，感染防止に努めます。 

林業振興につきましては，森林整備計画に基づき，森林の

整備を推進してまいります。 

また，タケノコの産地化のため竹林改良促進事業，作業道

急坂局部舗装事業等を積極的に行い，竹林の景観保持，早掘

りタケノコの収益増を図り，有害鳥獣対策では，鳥獣被害対

策実践事業を導入するとともに，農林産物に甚大な被害を及

ぼすシカ，イノシシの捕獲体制の確立及び捕獲鳥獣の加工，

流通体制の充実に努めます。 

 水産業につきましては，燃油の高騰，漁獲量の減少，魚価

の低迷等，依然として厳しい環境にあります。 

このため，水産資源の増殖を目指した藻場造成事業や稚魚

放流事業，魚価の安定化に資する鮮度保持対策事業や栽培漁

業センターによる種苗生産体制の充実に努めてまいります。

また，漁業体験等を通じた地域間交流の促進など，地域の活
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性化を支援してまいります。 

さらに，水産物付加価値向上対策として，新商品開発，商

談会出展への支援，高度衛生対応型市場による「安心・安全

な水産物」の情報発信等，魚価の向上を図る取組を進めます。 

 商工業につきましては，中小企業振興資金による融資と利

子補助について，限度額を増額して融資期間を平成２５年度

まで１年間延長することとし経営基盤の強化を図ります。 

また，販路開拓のために，他市町村との交流を通じて展示

会等へ本市産品を出品するなど，企業競争力の強化を進める

支援策の充実に努めてまいります。 

さらに，地域資源を最大限に生かした経済活力の向上策と

しまして，阿久根の特産品をいかにして戦略的にＰＲし，販

売促進を図っていくか，検討を行い実践してまいりたいと考

えております。とりわけ，本市には，海の幸，山の幸の自然

の産物はもとより，加工食品，焼酎等，高評価の特産品が豊

富にありますが，これらの特産品について，一体的に「阿久

根ブランド」として付加価値を上げ，関係団体が一丸となっ

て販売を促進するシステムの構築を図ってまいります。 

観光力の向上，観光資源の充実につきましては，商工や観

光に関する諸団体が一体化した「阿久根まちの駅」などと連

携を図り，観光資源のバリエーションを増やしながら，新規
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事業を含めた観光ＰＲの方法や観光客の受入態勢を強化して

まいります。 

 次に，土木について申し上げます。 

 市道は，住民の日常生活に不可欠な道路として，地域の経

済振興や他地域との交流など，様々な機能を担っており，関

係機関との連携を図りながら整備に努めてまいります。 

社会資本整備事業では，高之口佐潟線の道路修繕工事を３

か年計画で進め，また，通学路の交通安全対策事業として，

中央線の鶴川内小学校前や波留線を整備します。あわせて，

橋りょうの長寿命化修繕計画を策定し，老朽化した危険な橋

りょうを年次的に改修します。 

道路舗装事業では，中央線鶴川内地区，上原桐野線脇本工

区，折口本線折口工区の舗装工事を進めてまいります。 

道路の新設改良事業では，尾城線の用地買収等を行い一部

実施し，中央線大川地区につきましては，改良工事に伴う移

転補償と用地買収を実施してまいります。槝之浦線の改良工

事は平成２５年度完了予定であり，牧内桑原城線の改良工事

につきましては，本年度測量設計を委託する予定であります。 

河川維持工事では，普通河川愛宕川の埋
まい

塞
そく

土砂の撤去と寄

り洲除去を行っていく予定です。 

市営住宅の整備につきましては，寺山住宅の５号棟建設を
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はじめ，引き続き，老朽住宅除去事業を実施し，耐用年数を

超過した木造住宅の解体を進めてまいります。また，阿久根

市公営住宅等長寿命化計画に基づき，今後も市営住宅の適切

な維持管理及び改修事業を推進し，長く住み継いでいける住

宅づくりを目標とし，快適で誰もが安心して暮らせる住環境

の整備に努めてまいります。 

 都市下水路事業は，昨年に引き続き上野地区の下水路整備

を行い，排水対策及び生活環境の改善を図ってまいります。 

公園整備につきましては，長寿命化計画を作成するととも

に，塩鶴公園，塩浜公園の整備を行い市民の憩いの場として

利用促進を図ってまいります。また，番所丘公園につきまし

ては，総合管理事務所を建設し，利便性を向上させるととも

に，電気設備の改修など整備を行い，利用促進を図り，市民

の健康増進と憩いの場として充実に努めてまいります。 

次に，消防について申し上げます。 

自然災害の変化により大規模化する風水害や竜巻，危険物

災害等の特殊な災害や事故，新型インフルエンザへの対応な

ど，あらゆる事態への備えが年々必要となってきております。 

 複雑多様化する事象へ適切に即応するため，地域の防災を

担う消防団と連携しながら，消防行政の充実，強化に努め，

災害から市民の皆様の生命・財産を守る消防使命の達成に全
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力で取り組んでまいります。 

また，平成２５年度は，救助工作車を最新鋭の高機能車両

に更新し複雑多様化する災害に迅速に対応してまいります。 

さらに，本年４月発足いたします女性消防団につきまして

は，団員に対し積極的に研修会等を開催して活動についての

知識や技術の習得と理解を促し，充実に努めてまいります。 

 次に，教育について申し上げます。 

豊かな心と市民の文化を育み瞳輝くまちづくりのために，

「郷土の教育的伝統や風土を生かした全人教育・生涯学習の

推進に努める」ことを教育の基本目標として，生命や人権を

尊重する心，他者への思いやりや社会性，倫理観や正義感，

郷土を愛する心など，時代を超えても変わらない価値あるも

のを大切にするとともに，社会の変化に的確かつ柔軟に対応

する教育を推進します。 

学校教育におきましては，地域に根ざした特色ある学校づ

くりを通して，人づくりの根幹をなす小・中学校における基

礎学力の確実な定着を図るとともに，たくましい気力・体力

に満ちた児童・生徒の育成を目指します。 

特に，「いじめ問題」を含む生徒指導上の諸課題につきま

しては，「心の教育」の推進が何より重要であると考え，こ

れまで以上に道徳教育の充実を図り，集団宿泊学習，勤労体
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験活動，ボランティア活動など体験を通して，人間関係づく

りに向けた教育活動を推進してまいります。 

そのために，家庭，地域，関係団体との緊密な連携を図り，

教育環境の整備を進めるとともに，児童・生徒の見守りや支

援体制を充実させてまいります。 

生涯学習の推進につきましては，生涯学習社会の実現を目

指し，市民が生涯にわたり学び続ける環境づくりを推進し，

生きがいづくりと活力のある地域づくりに努めます。さらに，

生涯学習推進体制を整備し，市民の学習ニーズの多様化に対

応した学習内容の充実や地域住民が学習の成果を活用できる

機会の提供に努めてまいります。また，家庭，地域，学校の

連携による青少年の健全育成及び体験活動の充実を図ります。 

文化の振興につきましては，心豊かな市民文化を育むため

に，芸術・文化活動の普及と向上に努め，郷土芸能や文化財

の保存・活用を図り文化の薫り高いまちづくりを推進します。 

 スポーツの推進につきましては，誰でも楽しめる生涯スポ

ーツの推進体制を確立し，生涯にわたる健康づくりとスポー

ツ・レクリエーション活動を通して，健康で明るい市民の育

成を目指します。また，スポーツを通じた交流人口の増加を

図るため，スポーツイベントの充実とスポーツ合宿の誘致を

積極的に推進し，さらに関係機関団体との連携を密にし，競
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技力向上とスポーツの振興を図ります。 

 次に，水道について申し上げます。 

より安全で良質な水を安定的に供給することが，基礎的な

「ライフライン」である水道に一層求められております。

「信頼されるライフライン」を目指して，災害，渇水，漏水

事故等の不測の事態にも的確に対応できるよう計画的な施設

の整備を行ってまいります。 

 上水道事業は，第６次拡張事業が平成２３年度に完了し，

水質・水量・水源に関する安全管理体制の整備が図られまし

た。引き続き，老朽管につきましては，整備・更新を行い，

安定供給の体制に努めてまいります。 

 また，簡易水道事業につきましては，施設の改修や事業の

統合計画に従い，現在，黒之瀬戸，脇本地区，大川・尻無地

区簡易水道施設整備を実施しておりますが，引き続き計画的

に進めてまいります。 

以上，市政の推進に当たっての所信を申し述べましたが，

今，時代は日々大きく動いています。 

 変革する時代のうねりの中にあって，揺るぎない信念を変

わらず持ち続けながらも，進取の気をもって時流を読み，将

来を展望するまちづくりに努めていかなければなりません。 

 「不易」を着実に受け継ぎ，「流行」を的確に捉え，時代
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を切り拓いていくことが求められております。 

 そして，この地に生きる者が，この地に愛着を持ち，この

地に生きることを喜びとし，わがまちの素晴らしさをメッセ

ージとして発信していかなければなりません。そのことによ

って，「阿久根のファン」を広げていくことが，市政の発展

につながることになります。 

市民の皆様，お一人おひとりのお力を「市政の躍進」の原

動力として結集しながら，明るい未来の創造に向け，全職員

一丸となって，努力を傾注する所存であります。 

 大いなる「市政の躍進」のため，議会をはじめ市民の皆様

の一層の御理解，御協力をお願い申し上げ，私の施政の方針

といたします。 


